
評　価　基　準 配点 内訳 評定 評価点 倍率1 （１）記念式典の運営 ・奈良県と忠清南道の友好提携締結１５周年記念事業として今後の交流の深化を対外的に示すにふさわしい記念式典の進行や設えが提案されているか。 10 ×22 （２）ステージの設営 ・音楽交流イベントの内容を踏まえた音響や照明、演出効果等が具体的に提案されているか。 10 ×23 （３）ＰＲブースの企画・運営 ・ＰＲブースの企画や運営について、交流の趣旨を踏まえた展示となっているか。・来場者や会館を利用する他団体の動線を考慮した提案がなされているか。 15 ×34 （４）音楽交流イベントの発信 ・当日現地やサテライト会場に来場できない方に向けた音楽交流イベントの動画を含めた発信について、具体的な手法が提案されているか。 15 ×35 （５）学生交流の企画・運営 ・音楽交流の趣旨を踏まえ、学生同士の相互理解が深まる具体的な交流内容が提案されているか。・音楽交流イベントのスケジュールを踏まえた無理のない提案となっているか。 15 ×36 （６）安全確保の取組 ・安全な実施について、具体的に提案されているか。 15 ×37 実施体制業務スケジュール ・奈良県とだけでなく、韓国忠清南道や韓国の音楽事業者との確認や調整が必要であることを踏まえた実施体制やスケジュールとなっているか。 10 評価できるやや評価できる普通あまり評価できない評価できない 5点4点3点2点1点 ×2
8 価格 事業実施内容にかかる提案を実現するための経費が盛り込まれており、経済性のある金額であるか。予定価格に対する提案価格の割合により、以下のとおり評価する。委託上限額の９割未満・・・・10点委託上限額と同額未満から９割以上　　　　　　　　　　・・・・８点委託上限額と同額・・・・・・６点委託上限額を超える額・・・・失格 10 評価できるやや評価できる普通失格 10点8点6点失格 ×1
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業務遂行能力 20

合計合計合計合計２　委託事業者選定方法（１）評価項目８を除き各項目５段階評価とします。（評価項目７は、評価基準のとおりとする。）      内訳が10点及び15点の箇所は、それぞれ5段階評価×2、×3と計算します。      ５：評価できる ４：やや評価できる ３：普通 ２：あまり評価できない １：評価できない（２）見積額が委託上限額を上回るものは失格とします。（３）提案項目が記載されていないものは失格とします。（４）提案者が２者以上の場合は、各審査員による合計点が、満点の６割以上の者のうち最も高い点を獲得した者を最優秀企画提案者、　　　その次に最も高い点を獲得した者を次点者として選定します。（５）提案者が１者の場合は、各審査員による合計点が、満点の６割以上で、かつ審査員の合議により認められた者を最優秀企画提案者　　　として選定します。

日韓音楽交流事業企画・運営等業務委託日韓音楽交流事業企画・運営等業務委託日韓音楽交流事業企画・運営等業務委託日韓音楽交流事業企画・運営等業務委託事業者審査基準事業者審査基準事業者審査基準事業者審査基準１　選定審査基準（１）評価方法　　提出された企画提案資料等について、書類審査、提案者からのプレゼンテーション（審査会）及び提案者との質疑応答を下記（２）の評価基準に基づき評価します。（２）評価基準審　査　項　目

企画提案内容 80 評価できるやや評価できる普通あまり評価できない評価できない 5点4点3点2点1点


